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（＝問い合わせ先）の電話番号は各部署への直通電話の番号です

◇70歳以上の方（高齢受給者証または老人医療受給者証を所有している方）
○負担割合

現　行 8月から

一定以上所得者（2割負担者）
市民税課税所得145万円以上（変更なし）
※10月から3割負担

申請により１割負

担になる世帯

高齢者単独世帯※3 収入額が484万円未満未満 収入額が383万円未満合計

高齢者複数世帯※4 収入額が621万円未満 合計収入額が520万円
※３ 高齢者単独世帯…70歳以上の方が一人の世帯
※４ 高齢者複数世帯…70歳以上の方が世帯に2人以上いる世帯

○療養病床に入院している方の食費 住居費負担限度額

現　行 10月から
負担割合が2割（10月から3割）
の負担者

約24 000円 約52 000円

負担割合が１割の負担者

　（経過措置対象者※5を含む）
約24 000円 約52 000円

この内、世帯全員※6が市県民
税非課税の方

入院90日以内　約20 000円
入院91日以上　約15 000円

約30 000円

この内、世帯全員※6が同税非
課税で各種所得が0円になる方

約10 000円
年金受給者　　約22 000円
老齢福祉年金受給者

　　　　　　　約10 000円
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◇70歳未満の方
○負担割合　３割　（変更なし）

○自己負担限度額

現　行 10 月から 特定疾病※ 2（8 月から）

世帯の総所得が 670 万円超 139 800 円 +1％※ 1 150 000 円 +1％※ 1 人工透析のみ 20 000 円
それ以外　　 10 000 円

　　　　〃　　 670 万円以下  72 300 円 +1％※ 1  80 100 円 +1％※ 1
すべて 10 000 円

市民税非課税世帯等 　35 400 円  35 400 円　（変更なし）

※１ 1％…医療費の総額（10割分）がそれぞれ一定の限度額を超えた場合に、その超えた額の1%
※２ 特定疾病…人工透析、血友病、ＨＩＶ

○自己負担限度額

現　行 10月から 特定疾病※2（8月から）

負担割合が2割（10月から3割）の
負担者

外来 40 200円
入院 72 300円+1％※1

外来　44 400円
入院　80 100円+1％※1

高齢受給者証受給者の

人工透析のみ20 000円
　　それ以外10 000円

負担割合が１割の負担者

　（経過措置対象者※5を含む）
外来 12 000円
入院 40 200円

外来　12 000円
入院　44 400円

すべて10 000円
この内、世帯全員※6が市県民税

非課税の方

外来  8 000円

入院 24 600円

外来　 8 000円
入院　24 600円

（変更なし）

この内、世帯全員※6が同税非課

税で各種所得が0円になる方

外来  8 000円

入院 15 000円

外来　 8 000円
入院　15 000円

（変更なし）

※５ 経過措置対象者…負担割合の改正によるもので、市民税課税所得が145万円以上213万円未満、または
213万円以上の高齢者単独世帯で収入額が383万円以上484万円未満、高齢者複数世帯で520万円以上
621万円未満の方

※６ 世帯全員…ただし、高齢受給者証の受給者は世帯主と国保加入者　
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▼

▼新しい機器を利用するみなさん

運動公園体育館で利用開始


